
厚生労働省

外国人留学生が在籍している
又は卒業した大学

都道府県
（受入県）

基幹型臨床研修病院
（受入）

①調整（毎年８月上旬までに実施）

②報告（別紙１）
（毎年８月末日までに提出）

③報告（別紙２）
（毎年８月末日までに提出）

（参考）臨床研修募集定員における外国人留学生に係る受入手続き
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